
 

高公企 25-002 

高知県公立大学法人データセンターサービス整備事業及び運用保守委託業務 

公募型企画競争（プロポーザル）審査要領 

 

高知県公立大学法人データセンターサービス整備事業及び運用保守委託業務に係るプロポーザル

の審査に関する事項を次のとおり定める。 

 

１. 審査の対象となる事業者 

 次の各号をすべて満たす事業者を審査の対象とする。 

(１) 別途定める「高知県公立大学法人データセンターサービス整備事業及び運用保守委託業務実施

要領」（以下「実施要領」という。）に規定する資格要件を満たす者 

(２) 実施要領に規定する期限内にすべての必要な書類を提出した者 

(３) 実施要領の規定により適正に書類を作成した者 

(４) 別途定める「高知県公立大学法人データセンターサービス整備事業及び運用保守委託業務提案

依頼書」に規定する内容、要件を満たす者 

 

２. 審査概要 

  審査方法等、審査の概要は次の各号に定めるとおりとする。 

(１) 高知県公立大学法人データセンターサービス整備事業及び運用保守委託業務プロポーザル審

査委員会（以下「審査委員会」という）において、参加者のプレゼンテーション及び提出され

た提案書により審査を行う。 

(２) 審査委員会は非公開で行う。 

(３) 同一人物が他者のプレゼンテーションに参加することはできない。 

(４) 審査委員会の各委員は、別途定める「提案書評価基準」に基づいて審査を行う。 

(５) すべての審査の終了後、審査結果に基づき候補者と次点者を決定する。 

(６) 審査の結果、最高点の者が同点で２者以上ある場合は、技術点の最も高い者が候補者と、次に

高い者が次点者となるものとする。 

 

３. 提案書評価基準の概要審査の評価項目及び配点 

  提案書評価基準の概要は、次の各号に定めるとおりとする。 

(１) 配点は、技術点 600点、価格点 400点の合計 1000点満点とする。 

(２) 技術点 

   技術点において６つの小項目を設け、小項目ごとに審査の観点を設定する。 

   また、小項目の重要度に応じて重みづけをした配点とする。 

(３) 価格点 

   以下の数式により価格点を算出する。 

   価格点＝400×（最低見積額／見積額） 




